施行基準第９号様式　　　　　　　　


確　　約　　書
（管理区分：第１止水栓～メーター）


　この度、流山市　　　　　　　　　　　　　の給水装置工事承認申込みにあたり、第１止水栓からメーターまでの配管が２.０ｍを超えるため、第１止水栓以降の管理については申込者が行うことを確約します。
　また、当該給水装置を譲渡等する場合は、この確約を継承します。


　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　申込者　氏名(※)
　　　　　　　　　　　　　電話番号
※本人（代表者）が手書きしない場合は、押印してください。


（宛先）流山市上下水道事業管理者

